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教育文化部会生涯学習振興分科会の事務事業調整方針について  
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生涯学習振興分科会　１６-４



１回 ２回 ３回

16 - 4 - 1 6/19 7/3 協議会協議項目

16 - 4 - 2 社会教育振興会 6/19 7/3

16 - 4 - 3 社会教育委員 6/19 7/3

16 - 4 - 4 社会教育指導員 6/19 7/3

16 - 4 - 5 6/19 7/3

16 - 4 - 6 地区盆踊り大会助成 6/19 7/3

16 - 4 - 7 三重県新生活運動推進協議会 6/19 7/3

16 - 4 - 8 生涯学習振興に関する企画、計画 6/19 7/3

16 - 4 - 9 生涯学習スポーツ審議会 10/30 11/11 協議会協議項目

16 - 4 - 10 生涯学習情報の提供 6/19 7/3

16 - 4 - 11 6/19 7/3

16 - 4 - 12 6/19 7/3

16 - 4 - 13 6/19 7/3

16 - 4 - 14 6/19 7/3

16 - 4 - 15 公民館の管理運営 6/19 7/3

16 - 4 - 16 10/30 11/11 協議会協議項目

16 - 4 - 17 10/30 11/11

16 - 4 - 18 6/19 7/3

16 - 4 - 19 9/13 10/2

公民館施設の配置

公民館講座

自主グループの育成

動く公民館事業

項　　目　　一　　覧　　表

通　　　番 項　　　　　目　　　　　名
幹　事　会　提　案　日

幹事会確認日 備　　　　　考

社会教育関係団体の育成支援

派遣社会教育主事

家庭教育講座

市民大学事業

生涯学習支援システム

生涯学習講座の開講



1

2 社会教育振興会 （財）津市社会教育振興会への
支援

　青少年野外活動センタ－の維
持管理費に対する助成等

・H14予算額　47,752千円

－ － － － －

－ －

○芸濃町PTA 連絡協議会

－ － －

社会教育関係団体
の育成支援

※協議会協議項目

○津市ＰＴＡ連合会への活動補
助金
・会員数　50団体13,915人

○久居市PTA連絡協議会への活
動補助金

○河芸町PTA連絡協議会
・会員数　９団体1,490人(H13)

区　　　　　分
芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町津　　　　市 河　芸　町

協　議　項　目 専　門　部　会

関　係　項　目 分　   科　   会

教育文化部会

生涯学習振興分科会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

久　居　市

○美里村ＰＴＡ連合会活動補
助金
・会員数　4団体　300人(H13)

○安濃町ＰＴＡ連絡協議会補助
金

○単位ＰＴＡに対し､補助金を交
付

○津市婦人会連絡協議会への
活動補助金
・会員数　6団体1,100人

○久居市婦人会連合会への活
動補助金交付

○河芸町豊婦会
・会員数　53人(H13)

○河内地区婦人会

○久居市生活学校への活動補
助金交付。

○久居市少年少女合唱団への
活動補助金交付。

○河芸町青年サークルへの活
動補助金交付
・会員数　6人（H14 ）

○津ユネスコ協会
　ユネスコ協会への活動補助金。
・個人会員１２１人
・団体会員　６

○青年団活動への助成
芸濃町の地域発展と青少年の健
全育成を図る。
１町文化・スポーツ発展に寄与す
る事業、２青少年の健全育成に
関する事業、３青年学級に関する
ことなど

○カシオペアの会負担金（亀山･
関･芸濃・伊賀・　土山・甲賀）
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－ － － ・法人、施設とも存続する。

－

－

－ － －

調整の具体的内容
香 良 洲 町 一　志　町

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

１．
２．津市の例により調整する。（合併と同時）

調　整　の　内　容

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

白　山　町 美　杉　村

○香良洲町ＰＴＡ連合への活動
補助金
・会員数１団体（幼・小・中）
　　　　　　　468名（平成14年）

○一志町ＰＴＡ連絡協議会活動
補助金
・会員数　1,423人(H13)

○香良洲町婦人会への活動補
助金
・会員数１団体317名(H13)

○青年団体への助成
・補助金額

○村内の青年活動の活発化を図
り、村の将来を担う人材を育成す
る。
対象：３５才未満の独身青年
事業：青年の研修､ﾔﾝﾁｬｶﾝﾊﾟﾆｰ

○一志町婦人会への活動補助
金
（ただし、平成１４年度より廃止）
・会員数　5支部　119人(H13)

○女性組織活動助成
7団体

○町ＰＴＡ連絡協議会活動補助

・各地区ＰＴＡ活動補助

○村PTA連合会へ補助

○町総合婦人連絡協議会活動
補助
　
○婦人会活動補助
　白山町連合婦人会
　各地区婦人会補助
　中年婦人会活動補助
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3

4

5

・任期　１年とし、再任することが
できる

・定員

（・現員　人権関係２名）

・定員　なし

・現員　３名

・勤務条件　月15日以上とする・勤務条件　週３０時間以上
・任期　１年。再任は妨げない

･身分　非常勤 ・身分・身分　非常勤

・報酬　８２，５００円／月 ・報酬　１３０，０００円／月・報酬　１０６，０００円／月

報酬　１７，０００円／年 報酬　６，９００円／日 報酬　１３，０００円／年報酬　８，８００円／日 報酬　１３，６００円／年 報酬　６，９００円／日

平成８～11年度　１名設置
現在は設置していない。

・社会教育指導員　１名
　家庭教育指導員　１名

定員　８人（１０人） 定員　１０人（２０人） 定員　１０人（１３人） 定員　１７人（３０人）

任期　H14・4・１～H16・3・31/2 任期　H14・4・１～H16・3・ 任期　H14・4・１～H15・3・31/1任期　H14・6・１～H16・5・31/2 任期　H14・6・１～H16・5・31/2 任期　H13・4・１～H15・3・31/2

定員　１１人 定員　１２人

・業務
　生涯教育全般についての指導
などにあたっている。
・賃金等については、県教育委員
会より支出されており、時間外手
当や旅費については町教育委員
会より支出している。

－ ・スポーツ担当　１名
・派遣期間　平成１４年４月１日か
ら平成１５年３月３１日まで
・業務
　総合型地域スポーツクラブの設
立及び育成に向けた、行政と社
会教育指導者・学校とのパイプ役
としての指導及び助言、地域住
民のニーズに応じたスポｰツの振
興及び普及推進、各種社会教育
団体の指導及び助言、完全学校
週５日制に対応した生涯スポー
ツ及び公民館活動の指導及び助
言。

派遣社会教育主事 － － －

・社会教育（家庭教育）に関する
指導及び学習相談を行うこと。
・社会教育関係団体の育成等を
行うこと。

・教育委員会の定める社会教育
に関する方針にしたがい学習の
指導､相談、又は社会教育団体
の育成にあたっている。

・社会教育に関する指導及び
学習相談を行うこと。

津　　　　市

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

様式４

関　係　項　目 生涯学習振興分科会

社会教育委員 　社会教育に関する計画立案を
行い、教育委員会の諮問に応じ
意見を述べるとともに、社会教育
等の研究調査を行う。

　生涯学習､社会教育に関する計
画を立案し、教育委員会の諮問
に応じるとともに､定時または臨
時に会議を開き意見を述べる。

津市に同じ

社会教育指導員 ・社会教育に関する指導、学習相
談
・社会教育関係団体の育成
・社会教育主事の補助

・生涯学習、社会教育に関する講
座やイベント等の企画、運営なら
びに指導を行う。

分　   科　   会

同左 　社会教育に関する計画立案
を行い、教育委員会の諮問に
応じ意見を述べる。

津市に同じ

設置規定なし

社会教育の関係者　４人

社会体育の関係者　１人

学校教育の関係者　２人

家庭教育の関係者　１人

学識経験者（議員）　３（２）人 学識経験者（議員）　３（２）人

社会教育の関係者　ー

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　２人

家庭教育の関係者　ー

学識経験者（議員）　６人

社会教育の関係者　７人

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　１人

家庭教育の関係者　１人

学識経験者（議員）　３（１）人

社会教育の関係者　４人

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　１人

家庭教育の関係者　ー

学識経験者（議員）　５（１）人

社会教育の関係者　３人

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　４人

家庭教育の関係者　ー

学識経験者（議員）　５人

社会教育の関係者　５人

社会体育の関係者　２人

学校教育の関係者　５人

家庭教育の関係者　ー

3/18



・委員定数１５名・任期２年、報酬等については人事部局と調整のうえ、具体的な方
針を定める。

・委員は法に基づく選出区分に、社会体育関係者を加える。

・社会教育団体等については、津市の選出団体を基本に、それぞれが合併し、１団
体となっていることを前提として選出する。
　構成市町村において選出が必要と思われる選出区分・団体等について調整す
る。

・議会推薦委員については現行のまま引き続き要請する。

・社会教育事業の中で、専門的な知識、指導が必要になる事業実施については指
導員を活用していく。

・任期　１年とし、再任は妨げな
い。通算で３年をこえることができ
ない。

・任期 ・任期　１年で再任することができ
る。３年を超えることができない。

・任期　１年

・定員　２名 ・定員　２名 ・定員　1名・定員　１名

・勤務条件　週４日以上勤務・勤務条件 ・勤務条件 ・勤務条件
・身分 ・身分 ・身分　非常勤・身分

・報酬　１５２，１００円／月

報酬　５，０００円／日 報酬　５，０００円／日 報酬　５，３００円／日報酬　５，０００円／日

・現員　設置なし ・現員　設置なし ・現員　1名・現員　設置なし

定員　５人 定員　１０人 定員　１２人定員　７人

任期　H14・4・１～H15・3・31/1 任期　H14・9・１～H16・8・31/2任期　H13・4・１～H15・3・31/2 任期　H14・4・１～H15・3・31/1

・人口10万人以上は該当しないため、廃止の方向で調整する。－

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

同左 同左 　社会教育に関する計画立案を
助言し、教育委員会に対し社会
教育の視点から助言を行う。
　平成１４年度より従来の中央公
民館運営審議委員会を社会教育
委員会と統合した。

津市に同じ

白　山　町 美　杉　村

・規則はあるが、指導員の設置は
なされていない。

・社会教育に関する社会教育に
関する直接指導及び学習相談
・社会教育関係団体の育成
・社会教育主事の補助

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

・現況　１名
・派遣期間　平成１４年４月１日か
ら平成１５年３月３１日

調　整　の　内　容
３．新たに制度を制定する。（合併と同時）
４．新たに制度を制定する。（合併と同時）
５．廃止の方向で調整する。

香 良 洲 町 一　志　町
調整の具体的内容

・社会教育に関する直接指導及
び学習相談、社会教育団体の育
成等、教育委員会、公民館の行
う社会教育の行事又は事業に関
する協力。

・スポーツ担当　１名
・派遣期間　平成１４年４月１日か
ら平成１５年３月３１日まで
・業務
　総合型地域スポーツクラブの設
立及び育成に向けた、行政と社
会教育指導者・学校とのパイプ役
としての指導及び助言、地域住
民のニーズに応じたスポｰツの振
興及び普及推進、各種社会教育
団体の指導及び助言、完全学校
週５日制に対応した生涯スポー
ツ及び公民館活動の指導及び助
言。

－

社会教育の関係者　３人

社会体育の関係者　１人

学校教育の関係者　１人

家庭教育の関係者　ー

学識経験者（議員）　２（１）人 学識経験者　　　　　　１人

社会教育の関係者　２人

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　２人

家庭教育の関係者　１人

学識経験者（議員）　５（１）人

社会教育の関係者　２人

社会体育の関係者　ー

学校教育の関係者　１人

家庭教育の関係者　１人

学識経験者（議員）　８（２）人

社会教育の関係者　１人

社会体育の関係者　１人

学校教育の関係者　１人

家庭教育の関係者　１人

4/18



6

7

8 ー － －生涯学習振興計画
に関する企画、計画

　平成１６年度から５年間の生涯
学習・スポーツ活動の振興方策
について検討し、「生涯学習ス
ポーツ振興計画」として策定す
る。

　平成９年４月に「久居市生涯学
習基本プラン」を策定。

ー

－ － －三重県新生活運動
推進協議会

－ ・目的　県内の生活学校会員相
互の交流を通じて情報交換等を
行い、環境問題や消費生活につ
いて考える。
・対象者　県内生活学校の会員
・事業概要
　三重県新生活運動推進協議会
　　総会の開催
　三重県新生活運動推進大会の
　　実施
　省資源・省エネルギー大会の
　　実施
　その他、環境問題や消費生活
　　に関する研修会の実施
　広域的な大会（東海北陸近畿
　　大会・全国大会等）への参加

－

－ 　地域の盆踊り事業に助成（４
地区）

－地区盆踊り大会助
成

－ － 　地区分館へ盆踊り大会などの
活動助成を実施
　３４，０００円×1分館（上野地
区公民館分）
 １５年度予算計上なし

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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ー 　当町は、平成元年１０月に白山
町生涯学習振興審議会に町の生
涯学習振興について諮問をした。
　平成３年２月に「活気あふれる
生涯学習のまち・白山をめざし
て」と題し答申が出された。現在
も、その答申に沿って事業を展開
している。

－ ・新市総合計画が策定された後、速やかに計画を策定する。

・計画策定までの個別の施策については、津市の振興計画をベースに調整し、取り
入れられるところは、それぞれ実施する方向で調整する。

ー

－ － － ・合併と同時に廃止する。－

－ － 　地区公民館の事業の中で実
施。

・個別の補助金は廃止する。－

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
６．廃止の方向で調整する。
７．廃止の方向で調整する。
８．新市に移行後、速やかに調整する。（　合併後１年程度　）
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公民館運営審議会 公民館運営審議会 公民館運営審議会 公民館運営審議会

生涯学習推進協議会

スポ－ツ振興審議会 スポ－ツ振興審議会（制度あ
り）

※スポーツ振興審議会は、平成
１４年４月１日廃止

○審議会の目的
　教育委員会の諮問に応じ、スポ
－ツの振興に関する事項につい
て調査審議をする。

○審議会の開催
　年２回

○目的
　館長の諮問に応じ、公民館に
おける各種の事業の企画実施
につき調査審議する
○審議会の開催
　年２回程度

○審議会の目的
　教育委員会又は市長の諮問に応
じ、生涯学習及びスポ－ツの振興に
資するための施策の総合的な推進
に関する事項を調査審議する。
　そのほか、、生涯学習及びスポ－
ツの振興に関する事項に ついて、教
育委員会又は市長に意見を述べる。
○審議会の開催
　審議会の開催は、中長期的な計画
の立案時及び同計画の変更時等に
随時開催する。

○任務
　次の事項について、調査審議
して意見のとりまとめを行う
＊町長から付託された事項
＊生涯学習施設の運営
＊生涯学習の推進に関する事
項
○協議会の開催
　年２回程度

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

○目的
　公民館運営（講座の開講等）に
関し、審議、助言を行う。
○審議会の開催
　年度計画立案時及び計画実施
後に行う。年２回程度

○審議会の開催
　年２回程度

※公民館運営審議会は、平成１
２年４月に廃止、その役割は社会
教育委員会がはたしている。

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

ー ー ー

9 生涯学習スポ－ツ
審議会

＊協議会協議項目

生涯学習スポ－ツ審議会 ー

※公民館運営審議会は、平成１
４年４月１日廃止

○目的
　公民館運営（講座の開講等）に
関し、審議、助言を行う。
○審議会の開催
　年度計画立案時及び計画実施
後に行う。

公民館運営審議会公民館運営審議会

ー ー ー

スポ－ツ振興審議会
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ー 公民館運営審議会 地区公民館運営審議会 公民館運営審議会

○審議会の目的
　公民館活動に関する施策の円
滑かつ効率的な推進を図る。
○審議会の開催
　中央公民館及び４地区公民館
において、それぞれ年１～３回運
営審議会を開催

○審議会の目的
　公民館運営（講座の開講等）に
関し、審議、助言を行う。
○審議会の開催
　年度計画立案時及び計画実施
後に行う。

○審議会の目的
　館長の諮問に応じ、公民館におけ
る各種の事業の企画実施につき調
査審議する。
○審議会の組織
　美杉公民館―公民館運営審議会
　地域公民館７館―社会教育推進会
議
※公民館活動に関する事業推進を
円滑かつ効率的に行うため。

○審議会の目的
　教育委員会の諮問に応じ、町
内のスポ－ツ振興に資するため
の施策の総合的な推進に関する
事項を調査審議する。
　そのほか、スポ－ツの振興に関
する事項について、教育委員会
に意見を述べる。
○審議会の開催
　審議会の開催は、中長期的な
計画の立案時及び同計画の変更
時等に随時開催する。

○審議会の目的
　教育委員会の諮問に応じて、ス
ポーツの振興に関する事項につ
いて調査審議し、およびこれらの
事項に関して（教育委員会）に建
議する。

○審議会の開催
　年２回

○審議会の目的
　教育委員会の諮問に応じ、町
内のスポ－ツ振興に資するため
の施策の総合的な推進に関する
事項を調査審議する。

○審議会の開催
　年２回

ー ー ー

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町
調整の具体的内容

美　杉　村

調　整　の　内　容 ９．

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

ースポ－ツ振興審議会 スポ－ツ振興審議会スポ－ツ振興審議会

ー
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10

11

12

公共施設のインターネット
　図書館で対応

公共施設のインターネット
　ー

公共施設のインターネット
　ー

経費　　ー 経費　　　ー 経費　７万円経費　マナビィ　５０万円 経費　２８万円 経費　１９万円
発行部数　３，０００部 発行部数　１，５００部 発行部数　４，０００部発行部数　６５，０００部 発行部数　１４，０００部 発行部数　６，０００部

講座募集　Ａ４　４頁 講座募集　Ａ４　２頁 講座募集　Ａ４　４頁講座募集　広報紙（３頁） 講座募集　Ａ４　１６頁 講座募集　Ａ４　７～８頁

生涯学習情報の提
供

公共施設のインターネット
　全公民館で対応

公共施設のインターネット
　ー

公共施設のインターネット
　中央公民館で対応

生涯学習支援シス
テム

－ － －生涯学習講座の開
講

　新津のまち“ときめき”ゼミナー
ル
　講義をはじめ、野外研修やグル
－プによる討議、事例研究などを
取り入れた市民参画型の指導者
養成講座で、２年間の基礎講座・
専門講座からなり、生涯学習リー
ダーの養成を目的としている。

　平成１５年度より公民館事業と
して実施。

　市民参画型の事業や研修会を
通して楽しみながら基本的な理
念、技能を修得していく。
　事業を展開していく中で、参加
者に役割分担を持っていただくこ
とにより、喜びを感じ「自己実現」
をめざしてもらう。

・国際交流講座（５回）
　　スタッフ養成講座を兼ねる。
・久居農林高校開放講座
　（１０回程度、単発講座をその都
度募集）
・わんぱく学校（夏休み、小学生）

－

　地域情報センタ－の機能の一
つの生涯学習支援システムとし
て、生涯学習団体、講師、指導者
の情報を集めた生涯学習情報バ
ンク、生涯学習支援ボランティア
その他スポ－ツ施設と学習施
設、講座・イベントなどの情報をイ
ンタ－ネットのホ－ムペ－ジで提
供します。

－ － － － －

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

　マナビィ通信の発行（年２回）、
市政だよりなどにより生涯学習の
重要性を啓発するとともに講座・
イベントなどの情報を学習者に提
供し、生涯学習を始める人のきっ
かけづくりと現在やっている人の
生涯学習の充実を支援する。
　一般講座の募集は市広報紙
（月２回）で対応。

　イベント、短期講座等は市広報
（月２回）で募集し、定期講座は
年１回市広報と共に詳しく募集要
項（外注）を配布
　子ども家庭向け情報発信（委託
料４０万円）

　町広報誌及び中央公民館発
行の生涯学習案内パンフにより
講座・イベントなどの情報を提
供する。
　定期講座の募集案内と、地区
館の活動案内を掲載。

　町広報（月２回）の発行、チラ
シ、町ホ－ムペ－ジによる情報の
提供。
　チラシは自家製
　新聞社への情報提供、ケーブ
ルテレビの活用なども行う。

広報紙（月１回）で講座募集。
定期講座は別に作成し配布。

　広報紙（月１回）などで講座生を
募集。
　年1回のサ－クルの紹介と講座
生の募集をしている。
　単発事業は、チラシを作って配
布。

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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経費　５万円 経費　５万円 経費　２万円

・講座情報及びイベント情報などは、既存の広報誌に加え「生涯学習支援システム
（インターネット）」を活用する。
・講座情報等の広報誌への掲載については、これまでのような講座の詳細情報の
掲載は困難なため、問い合わせについては、公民館で対応していく。

発行部数　　５，２００部 発行部数　５，０００部

公共施設のインターネット
　ー

発行部数　３，０００部

講座募集　　A4 4項 講座募集　Ａ４　４頁程度 講座募集    A4 4項

経費　　　ー
発行部数　１，７００部

講座募集　A4 4項

－ － ・生涯学習情報が一元化して提供できるよう、現在の津市のシステム「生涯学習支
援システム」を全域に広げる。

・登録制度は、行政区域全域を対象に登録を勧奨する。

・情報提供は、インターネット中心とし、印刷物は編集し、関係機関（行政機関、施
設、学校等）の窓口に配備する。

－ － － － ・生涯学習関係所管が直接、新市全域を対象とする講座は、スポーツリーダー、バ
ンク登録講師、ボランティア登録者等に対する研修とする。

・講座として実施する場合、実施方法（場所、時期、実施者など）、関係経費等につ
いて調整統一し、実施する。

公共施設のインターネット
　ー

公共施設のインターネット
　中央公民館で対応

公共施設のインターネット
　ー

－ －

　定期講座は広報に折り込みで
配布。

　広報紙で年1回折り込みで講座
生を募集。
　ケーブルテレビでもイベント情
報を提供している。

　生涯学習に関する講師、ボラン
ティア団体等の情報、講座の開
設状況、イベントの情報等を白山
町ケ－ブルテレビ、インタ－ネット
などで提供する。
　公民館定期講座は、各地区館
が独自に募集。全体情報の要望
が高く、Ｈ１５年度より全体事業を
広報予定。
　単発講座は、ＣＡＴＶ、広報紙、
インターネットでも周知。中央公
民館のＨＰで地区館事業を広報。

・広報紙及び新聞折込
・ケーブルテレビによる情報提供

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

香 良 洲 町
調整の具体的内容

一　志　町 白　山　町 美　杉　村

調　整　の　内　容
１０．新たに制度を制定する。（合併と同時）
１１．津市の例により調整する。（合併と同時）
１２．新市に移行後、速やかに調整する。（合併と同時）

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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13

14 － － －市民大学事業 － ・通称“シルパカレッジ”
・６０歳以上の人を対象とした市
民大学で、市内の各種講座やイ
ベント等に参加し、単位を取得。
・１年間で２０単位以上取得すれ
ば進級、４年間で卒業。
・卒業後は大学院に進級、専門
講座等も開催。
・大学院には卒業期限は設け
ず、毎年更新。年間３０単位以上
取得で修了証を交付。大学院５
回生修了時には名誉大学院生と
して認定し、その後は学費無料。
・学生全体を対象とした親睦旅行
も年1回実施。
・学生数は約1，000名。うち大学
院生は約６00名。
・参加費　年額１千円
・H14予算額　８，２３８千円

－

家庭教育講座 　市教委（公民館）が実施する講
座と、その運営を地域の幼稚園・
小学校・市民館等で組織する運
営委員会へ委託して実施する講
座がある。
　公民館実施講座は各館年１回
以上実施する。
　委託分の運営委員会実施講座
は、単独校運営委員会で１回以
上、幼稚園・小学校合同グル－プ
の運営委員会で２回以上実施す
る。各委員会では自主的に学習
計画を立て、開設届とともに提出
する。また、完了後は完了報告等
を提出する。
　学習内容は、家庭の教育的な
働きや家庭生活、子どもへの理
解に関するもので、講演・ディス
カッション等の活動を主とする。

・H14予算額　1,640千円

　畑で農作物を育てることやその
収穫、市内の里山での自然観察
等の親子体験活動を通して、子
育ての楽しさや悩みについてみ
んなで考え、話し合いながら楽し
い子育ての輪を広げる。
　年度末には講座生スタッフによ
る企画講座も実施している。

・H14予算額　409千円

　公民館と各幼・小・中が共催
で実施
　幼稚園（年３回）・小学校・中
学校（各年１回）開催

　学習内容は津市に同じ

・H14予算額　250千円

　家庭教育講演会他

・H14予算額　150千円

－ 　各地区幼稚園、保育園で開催
（年間15回）
　草生幼稚園　３回
　村主幼稚園　４回
　安濃幼稚園　５回
　明合幼稚園　２回
　第１保育園　１回

・H14予算額　315千円

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

専　門　部　会 教育文化部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

協　議　項　目

様式４
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－ － － ・新市全域を対象として、講座の主旨を生かしながら内容を精査し、講座を継続実
施する。

－

　各地区公民館で計画、実施して
いる。
　内容については、絵画指導、凧
作り、講演会等、地区の幼稚園
児及び保護者等を対象に年１～
３回程度開催している。

・H14予算額　80千円

　学校完全５日制の趣旨に鑑み、
家庭教育の大切さ、重要さ、親と
しての資質を高めるために開催
する。

同左 ・補助事業に、単独補助も織り込んで実施する。

・新市をいくつかのブロックに分け、実施方法（場所、時期、実施者など）、関係経費
等について統一し、事業を実施していく。

白　山　町 美　杉　村

－

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容
１３．国庫補助事業は、津市の例により調整する。（合併と同時）
　　　単独事業は、新市に移行後、速やかに調整する。（合併後１年以内）
１４．久居市の例により調整する。（合併と同時）
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15

○施設使用申込窓口
各館窓口で、直接受け付け
電話や他の館の申込は受け付け
ない

○施設使用申込窓口
　主要施設で受け付け
　電話のみで正式に受付る

○施設使用申込窓口
　津市と同じ

○施設使用申込窓口
　津市と同じ

○施設使用申込窓口
教育委員会で受け付け
電話及び他の館では受け付
けない

○施設使用申込窓口
津市と同じ

○事前申込期間
使用する日の二ヶ月前～当日

○事前申込期間
使用する日の６０日前～５日前

○事前申込期間
使用する日の３ヶ月前～当日
ただし、大ホールのみ５日前ま
で（条例改正で4月から大ホー
ルは6ヶ月前から受付）

○事前申込期間
使用する日の３ヶ月前～当日

○事前申込期間
規定なし

○事前申込期間
使用する日の３ヶ月前～当日

○職員
中央：館長１名、主事１名

地区：館長は、小学校長兼務、主
事は、教頭兼務

○職員
中央：館長は社教課長兼務、
臨時職員１名

地区：館長は小学校長兼務、
主事は全館を教育委員会、職
員１名が兼務

○職員
中央：館長(非常勤)１名、公民館
主事（職員）１名

地区：公民館長(非常勤)４名

○職員
中央：館長を含め正職員６名、臨
時職員２名、代行員３名

地区：原則として、非常勤館長１
名、臨時職員２名（橋北：臨時な
し、橋南：公民館主事１名、敬和：
臨時３名、代行員２名）

公民館の管理運営 ○職員
中央：館長含め正職員３名、代行
員（非常勤）２名

地区：全７館、非常勤館長６名、
主事６名

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

○職員
中央：館長を含め正職員９名
（生涯学習課職員兼務）、臨時
職員２名（うち夜間管理１名）

地区：館長は小学校長が兼務、
主事は生涯学習課員兼務、（千
里ヶ丘：専任主事１、管理人
0.5、上野：管理人１）

○公民館の機能
・定期講座の開設
・短期講座、移動公民館バス事
業等の実施。
・講演会、文化祭等の開催。
・各種の団体、機関等の連絡を
図ること。
・施設を住民の集会、その他の公
共的利用に供する。
・各種連絡会（三重県公民館連
絡協議会、中勢地区連絡協議会
等）。
・その他

○公民館の機能
・定期講座等講座の開設
・自主活動グループの育成、支援
・講演会、文化祭等の開催
・各種の団体、機関等の連絡を
図ること。
・施設を住民の集会、その他の公
共的利用に供する。
・各種連絡会（三重県公民館連
絡協議会、中勢地区連絡協議会
等）。
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・各種団体、機関等の連絡を図
る
・施設を住民の集会、その他公
共の用に供する
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・講演会・文化祭等の協賛
・各種連絡会（三重県公民会連
絡協議会、中勢地区連絡協議
会）
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・講演会、文化祭等の協賛。
・各種連絡会（三重県公民館
連絡協議会、中勢地区連絡
協議会等）。
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・その他、短期講座、講演会、生
涯学習発表会の開催
・各種の団体・機関等の連絡
・施設を住民の集会、その他の公
共的利用に供する
・各種連絡会（三重県公民館連
絡協議会、中勢地区連絡協議会
等）
・その他

○休館日
１２／２９～１／３（橋北１／２ま
で）ただし、土・日、祝日及び夜間
において、施設予約が無い場合
は開館しない。

○休館日
１２／２９～１／３

○休館日
１２/２９～１/３
月曜日及び祝祭日、ただし、月
曜日が祝祭日の場合は翌日

○休館日
１２／２９～１／３
月曜日

○休館日
１２／２９～１／３
ただし、講座が無い場合は開
館しない

○休館日
１２／２８～１／３
国民の祝日、毎月第３日曜日（家
庭の日）の夜間は閉館、講座や
使用申請のない土／日曜日

○使用時間
午前９時～午後９時３０分

○使用時間
午前９時～午後９時

○使用時間
午前９時～午後１０時
使用時間は、午後９時３０分ま
で

○使用時間
午前９時～午後１０時

○使用時間
午前９時～午後１０時

○使用時間
午前９時～午後１０時
ただし、午後６時以降は使用申請
があった日のみ開館する。
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○施設使用申込窓口
　津市と同じ

○施設使用申込窓口
　津市と同じ

規定なし○事前申込期間
使用する日の６０日前から当日

○事前申込期間
中央、元取：随時
大三、倭、八ツ山：１ヶ月前
川口：前日まで　　家城：１週間前

○施設使用申込窓口
　津市と同じ

○施設使用申込窓口
美里村と同じ

○事前申込期間
使用する日の３ヶ月前～当日

○職員
中央：館長１（兼務）、主事１名
（兼務）

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

調　整　の　内　容 １５．新たに制度を制定する。（合併と同時）

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

○職員
中央：館長１名、公民館主事１名

地区：各館とも館長１名、公民館
主事１名

○職員
中央：館長、正職員２名、嘱託職
員（主事）　１名

地区：各館とも非常勤館長１名、
非常勤主事　１名

○職員
中央：館長１、主事１（兼務）

地域：７公民館、公民館長７名
（常勤・兼務）、主事７名（常勤・兼
務）

○公民館の機能
・定期講座の開設
・その他、短期講座
・文化祭等の開催。
・各種の団体、機関等との連絡
　調整
・住民の集会、その他の公共的
　利用に供する
・各種連絡会（三重県公民館
　連絡協議会、中勢地区連絡
　協議会等）
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・その他、単発講座の実施
・講演会
・地区住民、各種団体の連絡
　調整等

○公民館の機能
・定期講座の開設
・その他、短期講座。
・講演会、文化祭等の開催。
・各種の団体、機関等の連絡
・施設を住民の集会、その他
　公共的利用に供する。
・各種連絡会（三重県公民館
　連絡協議会、中勢地区連絡
　協議会等）。
・その他

○公民館の機能
・定期講座の開設
・施設を住民の集会、その他の
　公共的利用等

・公民館の休館日、使用時間、事前申込期間は統一化する方向で調整する。

・使用料については、施設の規模などでランク分けし調整していく。

・使用料の減免規定を統一するとともに減免対象の見直しを行う。
　なお、減免対象者に対しては、新たに冷暖房等の実費相当分は徴収する。

○休館日
１２／２８～１／４、月曜日、８／１
４～８／１６、国民の祝日に関す
る法律に定める休日

○休館日
１２／２９～１／３

○休館日
１２／２９～１／３、日曜日・土曜
日、
国民の祝日に関する法律に規程
する休日

○使用時間
午前９時～午後９時（中央のみ午
後１０時まで）。ただし、午前９時
から午後１時（中央除く）・午後５
時以降・土、日曜日施設予約等
ない場合は開館しない。

○使用時間
午前８時３０分～午後５時
ただし、土日祝日及び夜間にお
いて講座等がある場合は午後１
０時まで開館

○使用時間
午前８時３０分～午後１０時

○休館日
１２／２９～１／３

○使用時間
午前９時～午後９時
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16

17

18

○公費負担講座
定期講座
・寿大学（全公民館）
・女性学級（全地区館）
・少年少女発明クラブなど子ども
を対象とした講座の開催。

短期講座
・夏休み親子教室（全地区館）
・ボランティア活動への意識付け
を狙った講座の開催。
・各種短期講座の開催。

○公費負担講座
定期講座
英会話入門、園芸等の教養講座

短期講座
・特別講座
　歴史講演会・そばづくり体験・大
菊づくり等、年間1～2回開催。

○公費負担講座
定期講座
・福寿大学（中央・上野・千里）
・くらしいきいき教室
　（女性・男性教室、中央）

短期講座
・夏休みに限定せず親子教室
を
　随時開催
・各種短期講座の開催
・趣味的な講座の開催
　（教材費のみ受講者負担）

○公費負担講座
定期講座
・英会話教室､俳句教室
・パソコン教室、書道教室
・陶芸教室、郷土史講座
・太鼓教室、女性講座、手品教室
・ソフトエアロビクス体操教室
・南中ソ－ラン踊り
・寿大学他教養講座
・わんぱく塾関係、自然教室
・親子教室関係

○公費負担講座
定期講座
・教養講座（５講座）【年間6～10
回】
経峰大学（高齢者学習会）、ふる
さと学級（郷土研究）、女性学級・
男の料理教室（男女共同参画）、
菜草教室（郷土自然研究）
・趣味講座（13講座）【年間20回】
伊勢型紙、茶道、着付、華道、煎
茶道、陶芸、絵画、写真、編物、
手話入門、書道、パッチワーク
・週５日制対策事業
ふれあい週休講座（全公民館）

【年間10回程度】
・短期講座
パソコン教室
・地区公民館講座

その他の事業
・文化祭を中央で開催

その他の事業
・文化祭の開催についての、補助

趣味講座（８講座）、教養講座（７
講座）
・その他の事業
生涯学習発表会（公民館祭）の
開催

　受講生運営講座（趣味的な講
座の開催、運営経費は受益者負
担)

受講生運営講座（自主グル－プ
の育成、支援、運営経費は受益
者負担）

その他の事業
・公民館文化祭（全公民館）
・教育文化講演会（中央）

その他の事業
・年１回、各公民館で文化祭的
　な発表事業を実施

自主グル－プの育
成

　受講生の代表者で組織する公
民館学習連絡協議会が行う作品
展・学習発表会の開催や機関誌
発行などの活動に対し支援して
いる。また公民館講座終了グ
ループサークルの学習活動に対
し会場の確保等支援している。

　公民館講座修了生グループの
講座活動に対し、公民館使用（会
場確保、使用料免除）、広報によ
る受講生募集で活動を支援して
いる。

・活動支援助成金
・講座生募集パンフに各種サー
クル　活動紹介
・コピーカード無料配布

－ － －

公民館施設の配置

＊協議会協議項目

中央公民館１

地区公民館８（原則、中学校区）
　白塚公民館
　豊里公民館
　一身田公民館
　橋北公民館
　敬和公民館
　橋南公民館
　片田公民館
　南郊公民館

分館１６（小学校）

中央公民館（久居公民館）１

地区公民館６（小学校区）
　立成公民館（立成コミセン）
　戸木公民館
　七栗公民館
　稲葉公民館
　榊原公民館
　桃園公民館（桃園情報セン
ター）

中央公民館（町民の森）１

地区公民館４
　上野公民館
　千里ヶ丘公民館
　豊津公民館（豊津小学校）
　黒田公民館（黒田小学校）

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

関　係　項　目 分　   科　   会 生涯学習振興分科会

協　議　項　目 専　門　部　会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

教育文化部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

公民館講座

中央公民館（総合文化センター）
１

地区公民館５
　椋本地区公民館（椋本小学校）
　明地区公民館（明小学校）
　安西地区公民館（安西小学校）
　雲林院地区公民館（雲林院小）
　河内地区公民館（元河内小）

中央公民館（文化センター）１

地区公民館３
　第１公民館（長野小学校）
　第２公民館（高宮小学校）
　第３公民館（辰水小学校）

中央公民館１

地区公民館４
　草生地区公民館
　村主地区公民館
　安濃地区公民館
　明合地区公民館

○公費負担講座
定期講座
・ゆうゆう学級（老人対象；中
央）
・女性学級（全地区館）
・趣味的な講座の開催(運営
経費は受益者負担とする)

短期講座
・夏休み親子教室（全地区）
・大正月料理教室（第1～３公
民館）

15/18



○公費負担講座
定期講座
・女性学級を全地区公民館で開
催。
・趣味的な講座の開催。

短期講座
・夏休み親子教室（全地区館）
・各種短期講座の開催。

その他の事業
・文化祭の開催

その他の事業
・講演会、文化祭、合同作品展の
開催
・園児及び児童との交流会
・各種サ－クル活動

・講座の実施にあたっては、地域の特色や自主性を尊重しつつも、地域ごとの拠点
施設が総括して企画・実施にあたり、実施方法（場所、時期、実施者など）、関係経
費等について調整する。

・講師単価については、合併と同時に統一的な単価を設定する。

・現在、公民館文化祭として開催している市町村は、事業存続の方向で調整する。

・教育文化講演会等は、地域ごとに持ち回り方式等で開催する。

その他の事業
・全公民館で文化祭を開催。
・教育文化講演会を開催。

美杉公民館（八知公民館）１

地域公民館７
　竹原公民館
　太郎生公民館
　伊勢地公民館
　八幡公民館
　多気公民館
　下之川公民館
　八知公民館（美杉公民館併設）

・公民館修了生グループを対象とする学習支援補助金は、合併時を目途に廃止す
るが、広報、会場の提供等の支援をする方向で調整する。

・活動支援助成金
・講座活動に対し公民館使用（会
場確保、使用料免除）、広報によ
る受講生募集で活動を支援して
いる。

－ 　連絡協議会的な組織はない
が、年度末に中央公民館講座・ク
ラブ発表会を開催しているので、
全講座生・クラブ生の代表者が一
同に会し、話し合いをする機会は
ある。

　趣味の会の活動に対し、施設
使用等の支援

白　山　町 美　杉　村

中央公民館（高岡公民館）１

地区公民館
　大井公民館
　波瀬公民館
　川合公民館
　高岡公民館（中央に併設）

中央公民館１

地区公民館６
　元取公民館
　家城公民館
　川口公民館
　大三公民館
　倭公民館
　八ツ山公民館

○公費負担講座
定期講座
・英会話教室等
短期講座
・各種短期講座の開催（シルバー
学級等）

○公費負担講座
定期講座
・各種講座

短期講座
・夏休み親子教室の開催
・子どもを対象とした講座の開催

○公費負担講座
定期講座
・教養文化講座
　（生け花講座、奇術講座、
　　寿講座、歴史講座等多数）
短期講座
・中央公民館で子どもたちを対象
　夏休み、冬休み、春休み期間
中
　親子、地域の子どもも楽しめる
　折り紙講座、茶摘み講座、
　焼き杉講座、薬草講座等を
　開催している。

香良洲町公民館１

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町

調　整　の　内　容
１６．
１７．新市に移行後速やかに調整する（合併後１年以内）
１８．新たに制度を制定する。（合併と同時）

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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関　係　項　目 分　   科　   会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

－ － －動く公民館事業 ・大型バス「つつじ号」を使用し
て、バスに搭載する視聴覚機器
を活用し、公民館施設内では学
習が困難な幅広い分野の学習を
展開する。
・郷土教室、夏休み親子教室、親
子教室、市政教室(年間約５０回)
を実施する(年間約７５回)。
・バスの運行管理は民間に委
託。
・現在の車両は導入以来１４年目
を迎え、老朽化している。

－ －19

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町

生涯学習振興分科会

協　議　項　目 専　門　部　会 教育文化部会

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
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津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表
様式４

一　志　町

調　整　の　内　容 １９．津市の例により調整する（合併と同時）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

香 良 洲 町

・「つつじ号」が使用可能な間は有効に活用するとともに、新市所有バスも活用する
こととして、事業存続の方向で調整する。

－ － － －

調整の具体的内容
白　山　町 美　杉　村
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